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開 会 午後２時25分

○長田共永委員長 総合政策調査特別委員会

を開会します。

本日は、14日の本会議において本委員会に

付託されました第145号議案について審査い

たします。

審査は説明を省略し、直ちに質疑に入りま

す。

第145号議案 東三河広域連合規約の変更

を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 それでは、質疑をさせてい

ただきたいと思います。

今回の第145号議案なんですが、東三河広

域連合の規約の変更ということで、ほぼ１点

若者等の人材還流に関することを加えるとい

った内容かなと思うんですが。

これを加えるとなった主な理由など、わか

ったらお伺いしたいのと、あともう１点は、

若者等の人材還流という文言があるんですが、

これは一体どういうような状況を意味するの

かどうか、わかったらこの２点教えていただ

きたいと思います。

○長田共永委員長 加藤企画政策課長。

○加藤千明企画政策課長 まず、１点目の御

質疑から回答させていただきます。

どういった経緯で至ったかということなん

ですけれども、資料要求で皆様のほうに提出

させていただきました「東三河まち・ひと・

しごと創生総合戦略平成30年１月の改定版」

のところに、こちらのほうに若者等の人材還

流ということで平成30年度以降に規約変更を

行い事業を進めていくよということから、今

回の規約変更の関係で議決を皆様のほうに求

めるようになりました。

あと、２点目の若者等の人材還流ってどう

いうことだということについてなんですけれ

ども、これは皆様のほうに資料を提出させて

いただきました目的なんですけれども、大学

や地域外へ転出した若者等に東三河の企業情

報や地域の魅力を積極的に発信することです

ぐれた企業があるなどそういったことを知っ

てもらう。就職に興味を持った人には東三河

の企業とのマッチング機会を提出し、地域外

から人材還流を促進することを目的とする、

人材還流というのは、この地域から首都圏だ

とか名古屋圏に行った若者たちへのそういっ

た情報提供によって還流させたいと、そうい

うことであります。

○長田共永委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 ありがとうございます。

平成31年の１月からスタートするというこ

とで、理由、経緯の中でこういった若者の関

することを入れるんだということでわかりま

した。

やはり、田舎、地方から都会へという状況

が日本全国あるから、こういった手だてが必

要になっているんだなというようなことも思

いました。

課長のお話もありましたけど、マッチング

の支援だとか、あと若い人たちに企業が、こ

んな魅力ある企業があるよとか、東三河にい

てねというような状況の就職先も含めて支援

していくんだという内容かなと思うんですが、

こういった具体的なものをやることによって

目標というか、そういったのが設定されてい

るのであれば、そういったのを少しわかった

ら教えてください。

○長田共永委員長 人材還流事業についてで

よろしいですか。

○浅尾洋平委員 そうですね。これをやるこ

とで、どういったメリット。

○長田共永委員長 加藤企画政策課長。

○加藤千明企画政策課長 計画なんですけど

も、平成31年度で年間10人の就職者数を予定

しております。

○長田共永委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 平成31年度で10名の確保と
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予定しているということなんですが、これは、

新城市内に限ってということなのか、東三河

全域のことなのか、そこら辺指標を教えてく

ださい。

○長田共永委員長 加藤企画政策課長。

○加藤千明企画政策課長 東三河全域です。

○長田共永委員長 よろしいでしょうか。

ほかに質疑はありませんか。

〔発言する者なし〕

○長田共永委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○長田共永委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより、第145号議案を採決します。

本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長田共永委員長 異議なしと認めます。

よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。

以上で、本委員会に付託されました案件の

審査は全て終了しました。

なお、委員会の審査報告書及び委員長報告

の作成については、委員長に一任願いたいと

思います。

これに異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長田共永委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。

これをもちまして、総合政策調査特別委員

会を閉会します。ありがとうございました。

閉 会 午後２時31分

以上のとおり会議の次第を記録し、これを

証するために署名する。

総合政策調査特別委員会委員長

長田共永
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